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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年５月２８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年６月５日 ０４時２０分ごろ 

発生場所 和歌山県串本
くしもと

町潮
しおの

岬
みさき

南西方沖 

 潮岬灯台から真方位２６３°２.８海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°２５.９４′ 東経１３５°４１.９３′） 

事故調査の経過  平成２５年７月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 グレート神
しん

洲
しゅう

、１９９トン 

   １３４４７４、有限会社正栄丸 

   ５９.３１ｍ×９.５０ｍ×５.４０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、平成６年１１月 

Ｂ 漁船 三洋
さんよう

丸、１.７８トン 

   ＷＫ３－１４７９８、個人所有 

   ８.１０ｍ（Lr）×１.５７ｍ×０.６４ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数４５、昭和５１年３月３１日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５１歳 

   五級海技士（航海）（履歴限定） 

    免 許 年 月 日 昭和６０年７月１９日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２３年９月８日 

    免状有効期間満了日 平成２８年１０月１１日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７０歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５９年５月１０日 

    免許証交付日 平成２０年１２月４日 

           （平成２６年５月９日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷中央部外板に凹損 

Ｂ 船首部が圧壊 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか３人が乗り組み、船長Ａが、単独の船橋当直に

つき、法定灯火を表示し、操舵室中央に設置している椅子に腰を掛

け、約９ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で、潮岬南東
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方沖を自動操舵により西南西進していた。 

 船長Ａは、潮岬南方沖において、平成２５年６月５日０４時００分

ごろ変針して真方位約２８０°の針路に定めて航行中、レーダーで見

張りに当たっていたところ、左舷船首方約２.０Ｍに南西方に向けて

航行する船１隻と右舷船首方約１.５Ｍに北西方に向けて航行する船

１隻の映像をそれぞれ認めた後、目視でも両船の船尾灯を確認した。 

 船長Ａは、前路に航行の支障となる船はいないものと思い、左下を

向いて３分間ほど携帯電話の操作を行っていたところ、０４時２０分

ごろ、右舷方から異音が聞こえたので、機関を停止した。 

 船長Ａは、右舷ウイングに出て周囲を見ると、右舷後方にＢ船を認

めて衝突したことを知り、Ｂ船に接近して損傷状況等を確認した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、０３時３０分ごろ、串本町串本

港の係留地を出航し、法定灯火を表示するとともに船尾の作業灯を点

灯し、潮岬南方沖を西南西進中、左舷船尾方に西方に向けて航行する

Ａ船とその後方に２隻を認めた。 

 船長Ｂは、操舵室で立って操船に当たり、潮岬南方沖において、串

本町双
そう

島沖の漁場に向けて変針して手動操舵で約６kn の速力で航行

中、Ａ船が変針して同航する態勢で、接近することを認めた。 

 船長Ｂは、Ａ船がＢ船に寄って来たと思い、右舵を取ったものの、

０４時２０分ごろＢ船の船首部とＡ船の右舷中央部とが衝突するとこ

ろを視認した。 

 船長Ｂは、衝突後、１１８番通報を行い、Ａ船から渡されたロープ

でえい
．．

航を試みようとしたものの、波が高くて断念し、自力航行が可

能な状況だったことから、出航場所へ帰航することとした。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ、潮汐 下げ潮の初期 

 その他の事項 

 

 Ａ船は、フレキシブルコンテナバッグ約６８０ｔを積み、喫水が船

首約２.８ｍ、船尾約３.６ｍであった。 

 船長Ｂは、本事故海域で平成１１年ごろから、約１５年間操業を行

っていた。 

 船長Ｂは、本事故海域は、貨物船が多く航行するところで、ふだ

ん、速力が速い船がＢ船を避けてくれていたので、本事故当時、Ａ船

がＢ船を避けるものと思い、針路及び速力を保持して航行していた。 

 Ｂ船には、レーダーはなかった。 

 船長Ｂは、救命胴衣を着用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 
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 判明した事項の解析  Ａ船は、潮岬南方沖を西北西進中、船長Ａが、前路に航行の支障と

なる船はいないものと思い、左下を向き携帯電話の操作に注意を向

け、船首方の見張りを適切に行っていなかったことから、Ｂ船に気付

かずに航行し、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ａは、左舷船首方約２.０Ｍ及び右舷船首方約１.５Ｍの船以外

に他船を認めなかったことから、前路に航行の支障となる船舶はいな

いと思ったものと考えられるが、Ｂ船に気付かなかった理由について

は、明らかにすることができなかった。 

 Ｂ船は、潮岬南西方沖を漁場に向けて西北西進中、船長Ｂが、船尾

方から同航の態勢で接近するＡ船がＢ船を避けて行くものと思い、船

尾方の見張りを適切に行っていなかったことから、至近に迫ったＡ船

に気付いて転舵したものの、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ｂは、ふだん、速力が速い船が避けてくれていたことから、Ａ

船がＢ船を避けて行くと思ったものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、潮岬南西方沖において、Ａ船とＢ船が西北西進

中、船長Ａが、前路に航行の支障となる船はいないものと思い、左下

を向き携帯電話の操作に注意を向け、船首方の見張りを適切に行って

おらず、また、船長Ｂが、船尾方から同航の態勢で接近するＡ船がＢ

船を避けて行くものと思い、船尾方の見張りを適切に行っていなかっ

たため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常に見張りを適切に行うこと。 

 ・追い越される船は、針路及び速力を保ちながら追越し船に対する

見張りを行い、適切な時期に衝突を避けるための措置を講じるこ

と。 



 

付図１ 事故発生経過概略図 
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